
1取引方
第 1

獅i賞禦焔調ぁ′酸糊製靭胤滉露
鯉 T'W魚 以慟 ―日aうた利用して出金

湯舗R鷲認躊 婢難忍会]鉗

うヽヽ まこの契

カードローン契約規定

孝轄軍iテ椰駆:薔電蝋鑢 :鷺:L聯「

馴電易〕貯』,今まま易li李 Fよ
らず備主が直接全庫の店頭にい△むか

を摯l癬黎 k臨癬 脚 懺 湿球[ξ翻

よる●lAがあると認め

変ヽ動オ生じるなど7rオ 1全 の返済ができなく

旨`の  (任

こ当す者の一方から期限を延長しない旨の中山かなさ

す`オ1かにあたる事由が生した場合全蔵噺 規費越を停止でき

、またはll務不履行があったとき。           ,
:移転したこと等に伴い 会市の貸出対象となり得る「会員た

る全庫および保証会社の書査により新規貸越の中止が相

び保BI会 社の審査により48当と認めら11た場合

覆111〔論協吉ヒ第条ぉょび第7条の定ふ
熙
詢

(手数料)第
:[更曇静曇爾踊悩藷i惜翻囃風籍η泄[強蓮群

庫か負lBす る保鳥I会 社の保証料trlttFl

`て 'り

取り扱われるもの

まヽたは前月末の
前2:い にかかわら

元利金等を完済するまで約

1来 する約■日までの
を行います.

「は 盟肋

手順に従 ,て 自動

当然に変更さllる

′た篠 私と金庫と,ヽで原契

れる事口,が 生じ

場合 私lt■ ■ 7j・ 私に対しこ菫知 催告なく

私は 全熊が私に||し て有t′ ていた―切り権利jj・

:曇総爆穂製硝標新為
1驚議躙希辮 響璧機焼認響耐議を螺味または釧は
♂営跡冠鳥留L憎準する行為
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済するものとします。なお この場合において 僣主が住所変更の届出を意る、あるいは借
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(解約等)

第12条  倍主に第10条 2ヽの各頂いずオ1か一つても生した場合は 金庫はいつても当座貸tt
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全庫本支店の窓口でカードにより入出全することができます.

2 前項により入出金する場合は 金庫所定の手続江 従ってください.

(カード・略証番号の管理等)

第 7条 カードは他人に使用されないよう保管してください。哺証番号は生年月日電話番号
等04●力こ推測されやすい番号の利用を避け、fO人に知られないよう管理してくだれ 。ヽカー
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けたときは 直ちにカードによるカードローン債入金の出全停上の措置をllじます。この通
知の前に生した損害に熱 てヽは 金庫は責任を負いません。

(属出中■の変更等)

第 3条  カードの紛失、盗機、または氏名 晴11番 号その他の届出中項に変更があったときは
全庫所定の手絲きにより直ちに全庫に届け出てください。この届出の前に生した損害につ
いてlt、 金庫は責任を負いさせん

(カードの再発行)

第 9条 カートの盗難 紛失等の場合のカートの再発行は 全庫PI定の手続きをした後に行
います。この場合、相当のllmを おきまた保II人を求めることがあります。
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第 8祭 氏名 住所 勤務先等の属出事項に変菫があった場合 私はたたちに貴lllこ 届出■|`
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(カードのI「F)
第12条  契約規定に定める全庫との約定によリカードローン契約が終了する場合には そ0今

からカートは無効となり以後―切使用できません
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(カードの返却・利用摯■等)

第13条  カードローン契約の解約または終了ならびにカードの利用を取り上める場合は カード
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退却してください.
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第,4条  カードの所有権I`全 庫に帰属するものとします。
2 カードは銀波、質入れ 貸与または他人に占有させることは一切できません。
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扱います。
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(合意管轄)

第23条  この契約 およびこの契綺こふづく脩主お,kび保B二人と全庫との詰取8め契約準衡
法は日本法とします。
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